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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年11月19日(2020.11.19)

【公開番号】特開2019-74551(P2019-74551A)
【公開日】令和1年5月16日(2019.5.16)
【年通号数】公開・登録公報2019-018
【出願番号】特願2017-198312(P2017-198312)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/18     　　　　
   Ｇ０２Ｂ   13/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月6日(2020.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の格子面及び第１の格子壁面の夫々を複数備えた第１の回折格子と、
　第２の格子面及び第２の格子壁面の夫々を複数備えた第２の回折格子と、
　複数の薄膜とを有し、
　前記第１及び第２の格子壁面は、前記薄膜を介して互いに密着しており、
　設計波長において、前記第１及び第２の回折格子の屈折率をそれぞれｎ１及びｎ２、有
効径内の前記薄膜の屈折率をｎｈａ、有効径内の前記薄膜と前記第１の回折格子との位相
差の最大値をＰｍａｘ、有効径内の前記薄膜のうち最も周辺側の薄膜と前記第１の回折格
子との位相差をＰｅとするとき、
　　ｎ２＜ｎ１＜ｎｈａ
　　－０．５００＜Ｐｅ／Ｐｍａｘ＜０．７００
なる条件式を満足することを特徴とする回折光学素子。
【請求項２】
　設計波長において、有効径内の前記薄膜のうち最も周辺側ではない薄膜と前記第１の回
折格子との間の位相差をＰｍａとするとき、
　　０．０１３＜Ｐｍａ＜０．０３５
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１に記載の回折光学素子。
【請求項３】
　設計波長において、有効径の２割から６割の範囲内の前記薄膜と前記第１の回折格子と
の間の位相差の平均値をＰｃｎｔとするとき、
　　０．０１３＜Ｐｃｎｔ＜０．０３５
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１または２に記載の回折光学素子。
【請求項４】
　　－０．０１５＜Ｐｅ＜０．０１８
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の回折光学素
子。
【請求項５】
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　設計波長において、有効径の８割から１０割の範囲内の前記薄膜と前記第１の回折格子
との間の位相差の平均値をＰｅｄｇとするとき、
　　－０．００５＜Ｐｅｄｇ＜０．０２１
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の回折光学素
子。
【請求項６】
　前記薄膜の膜厚の最大値をｄｍａｘ、有効径における前記薄膜の膜厚をｄｅとするとき
、
　　０．０００≦ｄｅ／ｄｍａｘ＜０．７００
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の回折光学素
子。
【請求項７】
　設計波長において、前記薄膜の屈折率と前記第１の回折格子の屈折率との差の最大値を
ΔＮｍａｘ、有効径における前記薄膜の屈折率と前記第１の回折格子の屈折率との差をΔ
Ｎｅとするとき、
　　－０．５００＜ΔＮｅ／ΔＮｍａｘ＜０．７００
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の回折光学素
子。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか一項に記載の回折光学素子と、該回折光学素子の物体側又は像
側に配置された光学素子とを有することを特徴とする光学系。
【請求項９】
　最も物体側の面から前記回折光学素子の回折面までの距離をＬｄ、該最も物体側の面の
有効径をＥ０とするとき、
　　０．３００＜Ｅ０／Ｌｄ＜２．０００
なる条件式を満足することを特徴とする請求項８に記載の光学系。
【請求項１０】
　最大像高光束の前記回折光学素子における通過位置は、軸上光束の前記回折光学素子に
おける通過位置よりも光軸に近いことを特徴とする請求項８又は９に記載の光学系。
【請求項１１】
　前記回折光学素子よりも像側に配置された絞りを有することを特徴とする請求項８乃至
１０の何れか一項に記載の光学系。
【請求項１２】
　請求項８乃至１１の何れか一項に記載の光学系と、
　該光学系により形成された像を受光する撮像素子とを有することを特徴とする撮像装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一側面としての回折光学素子は、第１の格子面及び第１の格子壁面の夫々を複
数備えた第１の回折格子と、第２の格子面及び第２の格子壁面の夫々を複数備えた第２の
回折格子と、複数の薄膜とを有し、設計波長において、第１及び第２の回折格子のそれぞ
れの屈折率ｎ１、ｎ２、有効径内の薄膜の屈折率ｎｈａ、有効径内の薄膜と第１の回折格
子との位相差の最大値Ｐｍａｘ、有効径内の前記薄膜のうち最も周辺側の薄膜と前記第１
の回折格子との位相差Ｐｅは、所定の条件を満足する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の他の側面としての光学系は、前記回折光学素子と、該回折光学素子の物体側又
は像側に配置された光学素子とを有する。
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